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齢
社
会
と
な
っ
た
今
「
時
々
、

通
帳
の
置
き
場
所
を
忘
れ
て
し

常
生
活
自
立
支
援
事
業
と
は
、

認
知
症
や
障
害
の
あ
る
人
が
住

年
後
見
制
度
は
、
民
法
に
基
づ

き
保
護
者
（
成
年
後
見
人
等
）

ま
っ
て
不
安
に
な
る
」「
最
近
、
身
体

が
不
自
由
に
な
り
、
金
融
機
関
に
行
く

の
が
大
変
」

│
こ
ん
な
ひ
と
言
を
お

客
様
か
ら
聞
か
れ
る
こ
と
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
こ
う
し
た
お
客
様
の
悩
み
に

対
し
、
皆
さ
ん
は
「
成
年
後
見
制
度
を

利
用
し
て
は
い
か
が
で
す
か
」
と
ア
ド

バ
イ
ス
す
る
で
し
ょ
う
か
。

　

成
年
後
見
制
度
は
、
民
法
に
基
づ
き

家
庭
裁
判
所
に
申
立
て
を
行
う
制
度
で

す
。
審
判
に
は
医
師
の
診
断
書
が
必
要

に
な
り
、
ま
た
事
務
経
費
や
報
酬
も
か

か
る
た
め
、
簡
単
に
利
用
で
き
る
制
度

と
は
い
え
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
「
成
年
後

見
制
度
を
利
用
す
る
ほ
ど
で
は
な
い
け

れ
ど
、
ち
ょ
っ
と
し
た
支
援
を
受
け
ら

れ
る
と
日
常
生
活
に
不
安
が
な
く
な

る
」

│
そ
の
よ
う
な
お
客
様
に
ア
ド

バ
イ
ス
し
た
い
の
が
社
会
福
祉
協
議
会

が
行
う
「
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
」

の
利
用
で
す
。

　

以
下
で
は
、
本
事
業
の
内
容
や
金
融

機
関
の
担
当
者
が
利
用
者
と
の
取
引
に

あ
た
り
注
意
す
べ
き
点
を
Ｑ
＆
Ａ
で
見

て
い
き
ま
す
。

み
慣
れ
た
地
域
に
お
い
て
自
立
し
た
生

活
が
送
れ
る
よ
う
、
利
用
者
と
の
契
約

に
基
づ
き
、
必
要
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
援
助
等
を
行
う
制
度
で
す
。
制
度

の
詳
細
は
後
述
し
ま
す
が
、
こ
の
制
度

を
実
施
す
る
機
関
が
「
社
会
福
祉
協
議

会
」（
以
下
、
社
協
）
で
す
。

　

社
協
は
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
、

市
区
町
村
等
に
設
置
さ
れ
、
利
用
者
が

全
国
ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
平
等
に
サ

ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
仕
組
み
に
な
っ

て
い
ま
す
。
社
協
は
、
住
民
や
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
、
民
生
委
員
・
児
童
委

員
、
社
会
福
祉
施
設
な
ど
、
福
祉
・
保

と
利
用
者
（
成
年
被
後
見
人
等
）
の
権

限
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
成

年
後
見
人
で
あ
れ
ば
財
産
管
理
に
つ
い

て
全
般
的
な
代
理
権
が
備
わ
っ
て
い
ま

す
。

高

日

成 健
・
医
療
・
教
育
等
の
関
係
機
関
の
参

加
と
協
力
に
よ
り
「
福
祉
の
ま
ち
づ
く

り
」
を
目
指
し
て
活
動
を
行
っ
て
お

り
、
社
会
福
祉
法
に
基
づ
く
公
共
性
の

高
い
民
間
団
体
で
す
。

　

日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
は
、
社
協

が
「
専
門
員
」
と
「
生
活
支
援
員
」
と

い
う
職
員
を
置
き
、
そ
の
活
動
を
通
し

て
本
人
を
支
援
す
る
事
業
な
の
で
す
。

　

一
方
で
、
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業

は
、
本
人
（
利
用
者
）
が
ど
の
よ
う
な

支
援
を
受
け
る
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の

内
容
を
社
協
と
契
約
し
、
支
援
計
画
を

作
成
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
「
毎
月
○
日
に
一
緒
に
銀
行

に
行
っ
て
も
ら
い
預
金
を
お
ろ
す
」

「
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
際
の
契
約

を
代
行
し
て
も
ら
う
」
な
ど
、
利
用
者

の
希
望
に
合
わ
せ
て
細
か
く
支
援
内
容

を
決
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

利
用
者
の
行
為
に
制
限
が
あ
る
成
年

後
見
制
度
と
異
な
り
、
日
常
生
活
自
立

支
援
事
業
は
社
協
の
サ
ポ
ー
ト
で
、
本

人
が
自
分
ひ
と
り
で
行
う
に
は
不
安
の

あ
る
部
分
を
補
い
な
が
ら
、
で
き
る
限

り
本
人
の
自
立
し
た
生
活
を
支
え
て
い

く
も
の
な
の
で
す
。

　

な
お
、
本
事
業
は
、
利
用
者
が
判
断

能
力
に
不
安
が
あ
る
も
の
の
、
本
事
業

の
サ
ー
ビ
ス
を
契
約
す
る
意
思
が
あ

り
、
契
約
内
容
を
理
解
で
き
る
こ
と
が

利
用
要
件
と
な
る
こ
と
も
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
で
す
。

常
生
活
自
立
支
援
事
業
の
主
な

サ
ー
ビ
ス
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。

①
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
援
助

②
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
関
す
る
苦

情
解
決
制
度
の
利
用
援
助

③
住
宅
改
造
、
居
住
家
屋
の
貸
借
、
日

常
生
活
上
の
消
費
契
約
お
よ
び
住
民
票

の
届
出
等
の
行
政
手
続
き
に
関
す
る
援

助
等

　

具
体
的
に
は
、
様
々
な
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
に
関
す
る
情
報
の
提
供
や
相

談
、
申
込
や
契
約
の
同
行
・
代
行
、
通

日
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　ここでは日常生活自立支援事業の概要と
金融機関の関わり方について解説します。

日常生活自立支援事業と
利用者への対応を理解しよう

監修 全
社会福祉法人
国社会福祉協議会 地域福祉部

具体的に
どんな支援を
受けることが
できるの？

日常生活自立
支援事業とは何？
どんな特徴が
あるの？

社会福祉協議会とは
いったい何？
どんな活動をして
いるの？

ケースで学ぶ 成年後見人等との取引■特集

●日常生活自立支援事業と法定後見制度の違い
日常生活自立支援事業 法定後見制度（後見・保佐・補助）

社会福祉法 根拠法 民法

・�判断能力が不十分な者で、本事業の契
約の内容について判断し得る能力を有
していると認められる（日常生活を営
むのに必要なサービスを利用するため
の情報の入手、理解、判断、意思表示
を本人のみでは適切に行うことが困難
な者）

対象者

精神上の障害により事理を弁識する
判断能力が欠けているのが通常の状態＝
後見
判断能力が著しく不十分＝保佐
判断能力が不十分＝補助

・�都道府県・指定都市社会福祉協議会
（窓口業務等は市区町村の社会福祉協
議会等で実施）

担い手・機関

成年後見人・保佐人・補助人
（親族、弁護士、司法書士、社会福祉士
等および法人）
※複数選任可

・相談・申込み
※�本人と社会福祉協議会が契約（本人に
契約能力があることが前提）

利用手続き

●家庭裁判所に申立
・�本人・配偶者・四親等内の親族・市町
村長・検察官など
※�本人の同意：後見・保佐＝不要、補助
＝必要

・�契約締結判定ガイドラインによる確
認、あるいは契約締結審査会にて審査

意思能力確
認・審査診
断・鑑定　

・�医師の診断書・診断書附票を家庭裁判
所に提出
・後見・保佐＝原則鑑定が必要

●利用開始の方法
・�本人と社会福祉協議会による援助内容
の相談・決定・契約

●種類
①福祉サービスの利用援助
②苦情解決制度の利用援助
③�住宅改造、居住家屋の貸借、日常生活
上の消費契約および住民票の届出等の
行政手続きに関する援助等

●援助の具体的内容
・�預金の払戻し、預金の解約、預金の預
入れの手続き等利用者の日常生活費の
管理（日常的金銭管理）

・定期的な訪問による生活変化の察知
●�援助の具体的方法
・�情報提供、助言、契約手続き、利用手
続き等の同行・代行

・援助に必要な書類等の預かり

援助の方法・
種類　　　　

●利用開始の方法
・�家庭裁判所による申立内容の審判（後
見等の開始と後見人等の選任）
●内容（権限）
・�財産管理・身上監護に関する法律行為
・�後見＝財産管理についての全般的な代
理権・同意権（日常生活に関する行為
以外の行為）
・�保佐＝民法13条１項に定める行為の
同意権・取消権、申立の範囲内の特定
の法律行為の代理権
・�補助＝申立の範囲内の「特定行為」の
同意権・取消権、申立の範囲内の「特
定の法律行為」の代理権

・契約までは無料
・�契約後のサービス利用料は利用者の負
担

※生活保護受給者の利用料は補助対象

費用
・�本人の財産に応じて家庭裁判所が審判
（事務経費および報酬を被後見人等の
財産から支出可能）

参考：全国社会福祉協議会パンフレット、法務省ＨＰ、厚生労働省HP


